
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ６－３０ 調理用加工具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ６－３０ 全 調理用加工具 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

綿菓子製造器 フードプロセッサー  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 調理時に食材に積極的な加工を施す器具。加工の種類によって以下に分けられる。 

・（Ｃ６－３１台）調理用刃物 

・（Ｃ６－３２台）調理用切削器及び調理用粉砕器 

・（Ｃ６－３３台）調理用かくはん器 

・（Ｃ６－３４台）調理用搾汁器 

・（Ｃ６－３５台）調理用押しつぶし器 

・（Ｃ６－３６台）調理用こし器等 

 

Ｃ６－３０はそれらの複合物品、雑を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

調理用切断刃付き押しつぶし器   

   

 

1130494号 
調理用切断刃付き押しつぶし器 

 

1142081 号 フード
プロセッサー 

 


